
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（６月定例会） 
          

日時：令和７年６月 18日（水）午後１時 30分から 

 

１ 岐部会長あいさつ 

 

２ 鈴木区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について       （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について        （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について          （神奈川消防署） 

 

 

４ 議題 

 

（１）第 75 回「社会を明るくする運動」について 

【情報提供・協力依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２）共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について 

【確認依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（３）神奈川区スポーツ協会会費の納入依頼について 

【協力依頼】（神奈川区スポーツ協会） 

 

（４）三ツ沢公園の再整備について 

【情報提供】（みどり環境局戦略企画課） 

 

（５）令和７年度住宅用火災警報器の一斉点検について 

【情報提供】（神奈川消防署） 

 

 

自治会町内会長 各位 

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会の令和７年６月定例会を 

開催いたしましたので、参考までに資料をお送りします。 

 



（６）資格確認書等の一斉交付及び専用コールセンターの設置について 

【情報提供】（保険年金課） 

 

（７）かながわ支え愛プラン（地域福祉保健計画）区計画（素案）区民意見

募集について             【情報提供】（福祉保健課） 

 

（８）令和７年執行 第 27 回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙に係る

投票管理者・投票立会人の報酬改定について 

【情報提供】（総務課）資料なし 

 

（９）地域防災活動の支援に向けた研修のご案内について 

【情報提供】（総務課） 

 

（10）緊急時情報受伝達システムの発信訓練の実施について 

【情報提供】（総務課） 

 

（11）GREEN×EXPO 2027 の機運醸成について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（12）「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.8」の発行について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（13）第 19 回「わが町かながわマナー違反一掃作戦」について 

【情報提供・掲出依頼（８月）】（地域振興課資源化推進担当） 

 

（14）令和７年度住みよいまちづくり活動助成金の申請について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（15）自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の交付手続き等について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（16）地域の防犯力向上緊急補助金について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

※(６)・(８)・(９)・（11）・(15)・(16)は市連会からの議題です。 



 
 
 
≪７月定例スケジュール≫              （地域振興課） 

 

・７月区連定例会の開催について           

◇日 時：令和７年７月 18 日（金）午後１時 30 分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       

・７月の配送便（白袋）について            

   ７月の配送便は７月 25 日（金）までに送付予定です。 
 



 
 

議  題 

 

 

１ 第 75 回「社会を明るくする運動」について 

 

 

第 75回「社会を明るくする運動」の一環として、神奈川保護司会では街頭キャンペ

ーンおよび地区懇談会を下記のとおり実施いたします。 

つきましては、ご多忙の折とは存じますが本運動の趣旨をご理解いただき、可能な  

範囲でのご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

① 地区懇談会（ミニ集会）の開催 

地域住民の連帯を強め、非行等を犯した人たちのたちなおりを助けることへの理解

と参加を促すために行う懇談会です。 

 

② 街頭キャンペーン（ＪＲ東神奈川駅東西通路周辺） 

令和７年７月 11日（金）15：30～16：30実施予定 

 

【参考資料】 

・自治会・町内会あて依頼文 

・啓発ポスター（Ａ４）『生きる力 支える力』（資料持込み） 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 
【問合せ先】 

神奈川保護司会事務局（神奈川区社会福祉協議会内） 担当：井野 

電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

  

情報提供

協力依頼 



 
 

 

２ 共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について 

 

 

共同募金運動が 10月から始まることに伴い、各自治会町内会長様に資材の必要数の

確認をさせていただきます。併せて令和８年度の日赤会費募集資材の確認もさせていた

だきたくよろしくお願い申し上げます。（日赤は資材発注が前年 10月のため例年この時

期に共募資材とあわせてアンケートで資材数の依頼をしています。） 

 

【依頼文等の配布方法】 

６月下旬頃、各自治会町内会長様あてに区社会福祉協議会の事務局から直接、依頼文

書等をお送りいたします。 

 

【回答期限】  

令和７年７月 18日(金) 

 

【添付資料】  

（１）共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について 

（２）令和７年度共同募金・令和８年度日赤資材数確認票 

（３）共同募金資材一覧・日赤資材一覧 

 

 

【問合せ先】 

神奈川県共同募金会神奈川区支会事務局 担当：田邊・井野 

  日赤神奈川区地区委員会事務局 担当：菅原・後藤 

（神奈川区社会福祉協議会内）   電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

 

 

 

  

確認依頼 



 
 

 

３ 神奈川区スポーツ協会会費の納入依頼について 

 
 

令和７年度神奈川区スポーツ協会会費の納入について依頼します。お手数をおかけし

ますが、下記期日までに納入をお願いします。 

つきましては、各自治会町内会長様あて依頼文については、６月配送便にて送付しま

す。 

なお、連合町内会長様あて依頼文は、机上に配付しております。 

 

【依頼内容】 

会費の納入について 

◇納入期日 令和７年７月31日（木）まで 

◇納入方法 

①《協力会員（地区連合町内会）》 

机上配布資料に記載の振込先に銀行振込で納めてください。 

会費金額：3,000円 

②《賛助会員（単位自治会・町内会）》 

依頼文に記載の振込先に銀行振込で納めてください。 

会費金額：世帯数に応じた金額 

※振込手数料については恐れ入りますが、ご負担くださるようお願い申し上げます。 

 

【問合せ先】 

 神奈川区スポーツ協会事務局（地域振興課）  担当：宮本・池田 

電話：411-7093 FAX：323-2502 

 

 

４ 三ツ沢公園の再整備について 
 

三ツ沢公園については、球技場は築60年を超え、老朽化が進むとともに、観客席に屋根

が無くＪリーグのスタジアム基準を満たしていないなどの課題があります。また、その

他公園施設についても全体的に老朽化が進んでいます。 

現在、「三ツ沢公園再整備基本構想（案）」の公表後の検討をふまえ、この基本構想（案）

を見直す方向で検討を進めています。その見直し内容について、ご報告いたします。 

 

※資料提供は連長までです。 
 

【問合せ先】 

 みどり環境局 戦略企画課 担当：本多    電話：671-4768 FAX：550-4093 

協力依頼 

情報提供 



 
 

 

５ 令和７年度住宅用火災警報器の一斉点検について 

 
 

住宅用火災警報器は、住宅内で発生した火災を早期に発見することを目的として設置

が義務付けられています。 

正常に作動し鳴動することが重要となりますが、設置から 10 年以上経過したものは、

電池切れや電子部品の寿命などで火災を感知しなくなる恐れがあることから、定期的に

点検を行い確認することが大切です。 

つきましては、地域で行う防災訓練などを実施する際、併せて「住宅用火災警報器の

一斉点検」を行っていただきますようお願い申し上げます。 

６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしますので、ぜひ

訓練のご参考としてください。 

 

 

【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課  担当：長﨑・吉原 

電話：316-0119  FAX：316-0119 

 

 

６ 資格確認書等の一斉交付及び専用コールセンターの設置に

ついて 
 

令和７年７月に、健康保険証新規交付廃止後初めて横浜市国民健康保険、後期高齢者

医療制度の加入者様に、郵送で「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付しま

す。 

このことにあわせて、令和７年６月 16日（月）から８月 29日（金）まで、加入者様

向けに専用コールセンターを設置しましたので、ご紹介します。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

 

【問合せ先】 

専用コールセンター   電話：577-4591  FAX：577-4592 

健康福祉局保険年金課（国民健康保険のこと） 

担当：二瓶・稲川・松崎  電話：671-2422  FAX：664-0403 

健康福祉局医療援助課（後期高齢者医療制度のこと） 

担当：山口・藤井・伊藤  電話：671-2409  FAX：664-0403 

 

情報提供 

情報提供 



 
 

 

 

７ かながわ支え愛プラン（地域福祉保健計画）区計画（素案）

区民意見募集について 
 

令和８年４月からスタートする、第５期地域福祉保健計画（素案）の区民意見募集を

実施します。 

 

 

 実施時期（予定）：令和７年８月１日（金）から９月１日（月）まで 

素案掲載場所：神奈川区ホームページ 

        神奈川区社会福祉協議会ホームページ 

 意見募集方法：電子申請システム 

        専用はがき（募集用の概要版チラシに添付予定） 

電子メール 

        FAX 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 

【問合せ先】 

福祉保健課 事業企画担当  担当：野村・武山・目等 

電話：411-7136  FAX：316-7877 

 

  

情報提供 



 
 

 

８ 令和７年執行第 27回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙

に係る投票管理者・投票立会人の報酬改定について 

【資料なし】 
 

令和７年執行の第 27回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙の執行に際し、多大な

るご協力をいただき、改めて御礼申し上げます。 
令和７年６月４日に「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正 

する法律」が公布されたことを受け、横浜市においても、各種選挙における投票管理者・

投票立会人の報酬額の引き上げを決定しました。 
引き続き、自治会町内会の皆様におかれましては、公正かつ円滑な選挙執行につい

て、ご理解・ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 

区  分 職  名 報酬額（現行） 報酬額（改定後） 

当日投票所 
投票管理者 ２６，０００円 

（ 13,000円×２日） 
２９，４００円 

（ 14,700円×２日） 

投票立会人 １２，０００円 
（12,000円×１日） 

１３，６００円 
（13,600円×１日） 

期日前投票所 投票立会人 １１，０００円 
（11,000円×１日） 

１２，５００円 
（12,500円×１日） 

 

 

【問合せ先】 

総務課 統計選挙係  担当：金川・田中    電話：411-7014  FAX：411-7018 

 

  

情報提供 



 
 

９ 地域防災活動の支援に向けた研修のご案内について 

 
 

地域における防災活動の支援として、２つの研修をご案内します。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

【概要】 

① 横浜市の防災対策や地域防災活動の事例を WEB研修で学ぶ「よこはま防災研修＜

基礎編＞」のご案内。WEB研修のため申し込み不要で、随時受講可能となります。 

② 地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバイザー

を派遣して支援する「よこはま防災研修＜支援編＞」のご案内。申し込み期間は横

浜市電子申請システムにて令和７年７月１日から 12月 26日までの間となります。 

 

【問合せ先】 

総務局 地域防災課  担当：佐久間・神田   電話：671-3456  FAX：641-1677 

 

 

10 緊急時情報受伝達システムの発信訓練の実施について 

 
 

神奈川区では、令和２年度から避難指示などの情報を一斉にお知らせする「緊急時情

報受伝達システム」を運用していますが、令和７年７月 31日(木)に登録情報を使用した

発信訓練を実施いたします。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

まので、各自治会、町内会の御登録者様へ共有をお願いいたします。 

 

【訓練実施日程等】 

(1) 実施日程 

令和７年７月 31日（木）午後２時から 

(2) 実施内容 

緊急時に確実に情報を受信できるかを確認するために、緊急時情報受伝達システ

ムの発信訓練を電話とメールで行います。 

訓練結果の集約のため、電話の場合は、音声案内に沿って電話機の操作をお願い

します。また、メールの場合は、メール本文に記載された URLから開封状況の登録

をお願いします。 

 

【問合せ先】 

総務課 防災担当担当：奥田・杉田  電話：411-7008  FAX：324-5904 

情報提供 

情報提供 



 
 

 

11 GREEN×EXPO 2027 の機運醸成について 
 

GREEN×EXPOの開催に向けた機運醸成の取組として、GREEN×EXPO 2027特別仕様ナン

バープレート及び新プロジェクト「Blooming RING Action」について情報提供させてい

ただきます。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

 

【問合せ先】 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課  担当：山本・西堀 

電話：671-4627  FAX：212-1223 

 

 

12 「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.8」の発行について 

 
 

将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区において、市内で５か所目となる市

営斎場＝東部方面斎場（仮称）の整備を進めています。 

このたび、「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.8」を発行し、事業の進捗状況などを

お知らせします。 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 

【問合せ先】 

健康福祉局 環境施設課  担当：内木・川畑  電話：671-4386  FAX：664-6753 

 

  

情報提供 

情報提供 



 
 

 

13 第 19 回「わが町かながわマナー違反一掃作戦」に

ついて 
 

「清潔できれいなまち神奈川区」のマナーアップを目指し、区民・事業者の皆様と行

政でポイ捨てごみの清掃、放置自転車等の対策を行う「わが町かながわマナー違反一掃

作戦」を令和７年９月 24日（水）（予備日９/25（木））に実施します。 

つきましては、地域の皆様の御参加について御配慮くださいますようお願いいたしま

す。 

また、８月に各自治会町内会長様あてに、直接郵送にてチラシを郵送しますので、掲

示板への掲出をお願いいたします。 

 

【依頼内容】 

◇マナー違反一掃作戦への参加 

◇８月に送付するチラシの掲示 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 

【問合せ先】 

地域振興課 資源化推進担当：片岡・太田  電話：411-7091  FAX：323-2502 

 

  

情報提供 

掲出依頼（８月）

 



 
 

14 令和７年度住みよいまちづくり活動助成金の申請について 

 
 

神奈川区住みよいまちづくり活動助成金について、令和７年度の活動申請書の提出

をお願いいたします。 
  対象は、地区連合自治会町内会が主催、共催または後援する 

① 青少年の健全育成 
② ３Ｒの推進 
③ 防犯 

の３事業に係る活動です。 
 
※この助成金を活用する事業は、「地域活動推進費補助金」、「地域の防犯力向上緊急補

助金」など他の補助事業においては補助対象外としてください。 

 

◇助成金額：地区連合町内会あたり 55,000円の定額に、世帯数に 10円を乗じた金額を

加算 
◇提出期限：令和７年７月 22日（火） 

 

※連長への提出依頼です。 

 
 

【問合せ先】 

地域振興課  担当：桑野・段  電話：411-7095  FAX：323-2502 

 

 

15 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の交付手続き等に

ついて 
 

４月１日から申請受付を開始した「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」につい

て、補助金の交付手続き等をご案内します。また、申請から補助金交付までの流れ及び

蛍光灯の製造廃止についても、お知らせします。引き続き、補助金の活用についてご検

討ください。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

 

【問合せ先】 

市民局 地域活動推進課  担当：佐藤・笹尾  電話：671-2317  FAX：664-0734 

情報提供 

情報提供 



 
 

 

 

16 地域の防犯力向上緊急補助金について 
 

自治会町内会の地域防犯対策への緊急支援である「地域の防犯力向上緊急補助金」につ

いて、再度情報提供させていただきます。是非、ご活用の参考にしていただければ幸いで

す。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

 

【問合せ先】 

市民局 地域防犯支援課  担当：小野寺・早野 

電話：671-3709  FAX：664-0734 

 

  

情報提供 



令和７年６月１８日 

神奈川区スポーツ協会 賛助会員 

各自治会・町内会長 様 

神奈川区スポーツ協会 

会 長  森 山  明  

 

令和７年度神奈川区スポーツ協会 賛助会費の納入について（依頼） 

 

 盛夏の候  ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素より当協会の事業運営につき

ましては、格段の御支援、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 本年度も地域に結びついた生涯スポ－ツの振興を図りたいと存じます。 

 つきましては、皆様の御理解、御協力を賜りたく、令和７年度の会費を次のとおり御納入く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

１  依頼金額  （加入世帯数に応じて異なります。） 

  【自治会・町内会】  

加入世帯数  １００未満  
１００以上  

５００未満  ５００以上  

会費年額  1 ,000 円以上  2 ,000 円以上  3 ,000 円以上  

     ※ 神奈川区スポーツ協会会則実施細目  第４条（４）イによる。  

 

２  納入期限  令和７年７月３１日（木）までにお願いします。 

３  納入方法  銀行振込にて以下の振込先口座にお振り込みください。 

※振込手数料は団体様負担、振込依頼人は町会名でお願いいたします。 

＜振込先口座＞※いずれかにお振込みをお願いいたします。 

①  横浜銀行 大口支店 普通口座 ６２１８８６４ 

      神奈川区スポーツ協会 会長 森山 明 

     （カナガワクスポーツキョウカイ カイチョウ モリヤマ アキラ） 

②  ゆうちょ銀行 029 支店 当座預金 ００７８４４２  

神奈川区スポーツ協会 

４ その他  

  ※ゆうちょ銀行の払込取扱票はございませんのでご了承願います。 

  ※地域振興課窓口での現金の受け取りも致しかねますのでご了承願います。 
 

事務局（神奈川区役所地域振興課内） 

担当： 宮本・池田  

TEL 411-7093 / FAX 323-2502 

E-mail:kg-supokyo@city.yokohama.lg.jp 



「住宅用火災警報器の一斉点検」実施のお願い 

 住宅用火災警報器（以下、警報器という。）は、住宅内で発生した火災を早期に発見す

ることを目的として設置が義務化されてから、本年で 13年が経過します。 

火災を早期に発見するには、正常に作動することが重要となりますが、設置から 10 年

以上経過した警報器は、電池切れや電子部品の寿命などで火災を感知しなくなる恐れがあ

ることから、定期的に点検を行い確認することが大切です。 

つきましては、地域で行う防災訓練などと併せて「警報器の一斉点検」を実施いただき

ますようお願い申し上げます。 

１ 実施方法 

(1) 防災訓練のチラシ等の実施内容に「住宅用火災警報器の一斉点検」の項目を入れて

地域の皆さまに周知します。 

(2) 訓練日当日に地域の皆さまは警報器の点検を行ってから参加します。

(3) 訓練の担当者は、警報器に不具合があった場合には、新しいものと交換するよう参

加者に伝えます。 

２ 消防署の支援 

(1) 実施方法等においてご不明な点がありましたら、近くの消防署所へお気軽にご相

談ください。点検方法の説明や、訓練実施に関わるサポートをさせていただきます。 

(2) 警報器に不具合等のある高齢者世帯等に対しては希望する場合、警報器の交換・

取り付けのお手伝いや、防火・防災に関する相談をお受けいたします。

※各世帯で実施いただく警報器の点検方法は裏面に記載しております。

※本件及び、火災予防、消防訓練等に関するご相談等がございましたら、最寄りの消防署

所にお気軽にお問い合わせください。

担当：神奈川消防署 長﨑、吉原 TEL：045-316-0119（代） 

＜参考：設置場所＞

横浜市火災予防条例により、次の場所への設置が必要となります。

寝室 階段

（２階建て以上の住居）

 

台所



 

 

 
■次の方法により、ご自身で点検していただきます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
※横浜市火災予防条例により、『キッチン』、『寝室』、『寝室がある階の階段（２階建て以上
の住居）』にそれぞれに住宅用火災警報器を設置することとなっています。 
 
 

■点検するうえでの注意事項 
 高い場所に設置している警報器は、椅子などに上がって点検 
すると転倒や転落などにより負傷する危険があります。 
 必要に応じて「長い棒」や「傘」などを使用して点検ボタン 
を押すなど、安全に注意して点検を行いましょう。 

 

■点検・交換の支援 
 高齢者（65 歳以上）世帯などで、点検や交換することが難しい場合は、神奈
川消防署職員が、点検や交換のお手伝いをさせていただきます。 
 お手伝いの必用がある方は、日程調整等をさせていただいたうえで伺います
ので、事前に最寄りの消防署所までお問い合わせください。 

  

  
 
 

 

 

 

住宅用火災警報器本体の「テストボタンを押す」か「点検ひもを引く」ことで
住宅用火災報知器から『ブザー音』や『音声』が鳴ることを確認します。 
どちらかの操作を行っても何も鳴らない（無音）場合は、電池切れまたは故障

していると考えられますので、住宅用火災警報器本体の交換が必要となります。 

住宅用火災警報器の点検方法 

・神奈川消防署   316-0119（代）  神奈川区広台太田町３-８ 
・浦島消防出張所  461-0119（代）  神奈川区浦島町 363 
・菅田消防出張所  474-0119（代）  神奈川区菅田町 2364-１ 
・片倉消防出張所  413-0119（代）  神奈川区片倉１-３-１ 
・松見消防出張所  402-0119（代）  神奈川区松見町１-40-40 

※テストは 1～２回程度鳴ったら自動的に止まります。 



こんな火事が多く発生しています！

たばこの火の
不始末

こんな事故が多く発生しています！

食べ物が
のどにつまる

ものにつまずき転倒 浴槽で溺れる

火事やけがの予防対策、地震・風水害への備えについて、
詳しく学びたい方はよこはま防災e-パークをチェック！
〈よこはま防災e-パーク〉で検索していただくか、
右の二次元コードからアクセスできます。

消防職員の訪問により、具体的なアドバイスを希望される方は裏面をご覧ください

ほこりがたまった
コンセントがショート

調理中にその場を
離れて出火

二次元コード



・神奈川消防署 316-0119（代）広台太田町３-８
・浦島消防出張所 461-0119（代）浦島町363
・菅田消防出張所 474-0119（代）菅田町2364-１
・片倉消防出張所 413-0119（代）片倉１-３-１
・松見消防出張所 402-0119（代）松見町１-40-40

を受けてみませんか？

申込先一覧（電話・FAX共通）

対象 本人・ご家族が訪問を希望する高齢者を中心とした世帯

期間 通年（原則平日の9時00分～17時00分）

時間 15分～30分程度

申込方法 お近くの消防署所へお申込みください。

住宅火災で亡くなる方の多くは高齢者です。
自分ではなかなか気づけない火災危険等について、
消防職員が直接お宅に訪問し、お伝えします。

防災訪問

その他、ご不明な点がございましたら、神奈川消防署総務・予防課（045ｰ316
ｰ0119）までお問い合わせください。



 
 

【横浜市国民健康保険】【後期高齢者医療制度】 

資格確認書等の一斉交付及び専用コールセンターの設置について【情報提供】 

 

 

１ 趣旨 

(1) 現行の紙の保険証の有効期限（令和７年７月 31 日）を迎える前に、すべての方に「資

格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。（７月中） 

 

(2) 国保、後期の加入者様向けの専用コールセンターを設置いたします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】専用コールセンターが開設されている旨、地区連合定例会等で周知をお願いし

ます。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

専用コールセンターが開設されている旨、定例会等で周知をお願いします。 

 

３ 情報提供内容 

  次の内容を記載した資料を単位会長宛に送付します。詳細は別添をご参照ください。 

(1) 専用コールセンターの情報 

 

       【専用コールセンター】 

TEL:０４５－５７７－４５９１ 

FAX:０４５－５７７－４５９２ 

令和７年６月 16日から令和７年８月 29日まで（土日祝日を除く） 

９時から 19時まで 

 

 

(2) その他 

    今回の一斉交付、マイナ保険証の使い方などのご質問等についてまとめています。 

区連会６月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ６ 月 1 8 日 
保 険 年 金 課 

健康福祉局保険年金課（国民健康保険） 
担当 二瓶、稲川、松崎 
電話 045-671-2422 /FAX 045-664-0403 
メール kf-kokuho-skk@city.yokohama.lg.jp 
健康福祉局医療援助課（後期高齢者医療） 
担当 山口、藤井、伊藤 
電話 045-671-2409/FAX 045-664-0403 
メール kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp 

 

tel:%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%8D%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%91
mailto:kf-kokuho-skk@city.yokohama.lg.jp
mailto:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp


【横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ】 

● 横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の「資格確認書」または 

「資格情報のお知らせ」に関する専用コールセンターを設置します！ 
 

 【専用コールセンター】 

TEL:０４５－５７７－４５９１ 

FAX:０４５－５７７－４５９２ 
  令和７年６月 16日から令和７年８月 29日まで（土日祝日を除く） 

９時から 19時まで 

※マイナ保険証の使い方についても、お答えします。 

※横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険の方は、ご加入中  

の健康保険にお問い合わせください。 

 

● 令和７年７月に送られてくる書類と保険証有効期限後の受診方法について 

  次の表のとおりです。 

保険証の有効期限（最長令和７年７月 31日）後も、安心して受診をすることができます。 

※令和７年４月３日厚生労働省の事務連絡に基づき、後期の加入者様は一律で資格確認書が交付されることとなりました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 送られてくる書類 有効期限後の受診方法 

国保の加入者様 

マイナ保険証

がない方 

『資格確認書』 

保険証の代わりとなる書類です。 

有効期限は令和９年７月 31 日までです。 

資格確認書 

マイナ保険証

がある方 

『資格情報のお知らせ』 

※加入内容をお知らせする書類です。 

（単独で受診をすることはできません） 

マイナ保険証 

後期の加入者様 

マイナ保険証

がない方 
『資格確認書』 

保険証の代わりとなる書類です。 

有効期限は令和９年７月 31 日までです。 

資格確認書 

マイナ保険証

がある方 

マイナ保険証 

（又は資格確認書） 

 

＜国保の資格確認書イメージ＞ 

カードサイズ（健康保険証と同じ） 

薄灰色 

 

＜国保の資格情報のお知らせイメージ＞ 

A４サイズ・白色 

 

＜後期の資格確認書イメージ＞ 

パスポートサイズ（健康保険証と同じ） 

橙色 

 

tel:%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%8D%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%91
tel:%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%8D%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%99%EF%BC%91


 

● 資格確認書等に関する質問 

Q１ 「資格確認書」はどのような書類ですか 

保険証と同じように、医療機関等に提示することで受診をすることができる書類です。横浜市国民

健康保険はカードサイズ（薄灰色）、後期高齢者医療制度はパスポートサイズ（橙色）です。 

後期高齢者医療制度の加入者様全員と、横浜市国民健康保険の加入者様のうちマイナ保険証がな

い方にお送りします。 

 

Q２ 「資格情報のお知らせ」はどのような書類ですか 

加入情報を簡単にご確認いただくための書類となり、「資格情報のお知らせ」単独で受診をするこ

とはできません。 

横浜市国民健康保険の被保険者様のうちマイナ保険証がある方にお送りします。 

「資格情報のお知らせ」を受け取られた方は、引き続きマイナ保険証で受診ください。 

 

Ｑ３ 医療機関のカードリーダーが故障等で使えない場合に、マイナ保険証の被保険者は、どのように

受診すればいいのですか。 

  マイナ保険証の利用登録をしている方には、保険者から「資格情報のお知らせ」（※）を送付します。

マイナ保険証を利用できない医療機関等に受診する場合には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」

を一緒に医療機関窓口に提示いただくことで、受診することができます。 

 

マイナ保険証について 

【マイナ保険証とは】 

  お持ちのマイナンバーカードを保険証としても利用することです。 

  この機会にマイナ保険証への切り替えをご検討ください。 

  ＜マイナ保険証の主なメリット＞ 

・過去のお薬情報や健康診断の結果に基づき質の高い医療を受けられます。 

・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。 

・確定申告時に医療費控除が簡単にできます。 

 

マイナ保険証の利用登録は次の方法で簡単に行うことができます。 

 

【マイナ保険証の利用登録方法】 

  医療機関、薬局のカードリーダー等で利用登録をすることができます。 

  詳しい操作方法は、別紙１「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは医療機関・薬局

の受付でもＯＫ！」または別紙２「セブン銀行ＡＴＭをつかったマイナ保険証の作り方」を参照

ください。 
 
【マイナ保険証の使い方】 

  医療機関、薬局のカードリーダーにマイナ保険証を読み取ることで使うことができます。 

  詳しい操作方法は別紙３「とっても簡単！マイナンバーカード」を参照ください。 



マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、
健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です！

医療機関・薬局の 受付でもOK！
当日その場でも
いいのね♪

健康保険証利用の
申込みのお問合せ先

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは

顔認証付き
カードリーダーに

マイナンバーカードを置く

登録完了
同
意
取
得(

お
薬
情
報
な
ど)

利用

この画面から

お申込み

保険証登録未実施の
場合

次の画面へ

※カードリーダーのメーカーにより
画面が異なります

マイナンバーカードが
健康保険証として利用可能に！

※顔認証付きカードリーダーの機種によっては本人確認や同意取得の必要と
なるタイミングが、異なる場合があります。
※申込完了までに少々お時間をいただく場合がございます。
※転職・転居等により保険者が変わり手続が終了していない場合などには、
マイナ保険証で受診いただけないことがあります。

本
人
確
認(

顔
認
証
等)

別紙１



１分 で手続きが終わります！

必要なものはマイナンバーカードのみ

 
 

 
 

 

操作画面 

横浜市青葉区戸籍課 R6.9.12 

セブン銀行 ATM をつかった

マイナ保険証の作り方
たった5 回操作するだけ☝

 このボタンを 
押します 

 このボタンを 
押します 

別紙２
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地域防災活動の支援に向けた研修「よこはま防災研修」のご案内【周知依頼】 

 
１ 事業の趣旨 

  地域防災活動の支援に向けた研修「よこはま防災研修」では、町の防災組織（自治会・町 

内会等）において、防災・減災活動の担い手を育成し、地域防災・減災活動を推進してもら

うことを目的としています。 

  今回は、地域における防災活動の支援として、自治会・町内会員等向けに２つの研修をご

案内させていただきます。 

①横浜市の防災対策や地域防災活動の事例などを WEB 研修で学ぶことができ、防災の入

門編として基礎が学べる「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
②地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣

して地域を支援する「よこはま防災研修＜支援編＞」 
① 「よこはま防災研修＜基礎編＞」については WEB 研修のため、いつでもどこでも気 

軽に受講することができ、地域防災力の強化の一助となるものとなっています。②「よこは

ま防災研修＜支援編＞」と合わせ、受講の周知をお願いいたします。 
 

２ お願いしたいこと 

  【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で周知をお願いします。 

 

３ 研修の概要 

（１）内容 

   ①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
横浜市消防局が運用している「よこはま防災 e-パーク」のＷＥＢ研修を受講する形

式としています。災害に対する日頃の備えなどの自助、地域防災拠点の運営取組例を

通じた共助の紹介、いざという時の避難方法の確認など、防災の基礎を学び、町の防

災組織（自治会・町内会等）において、地域の防災の担い手の育成や地域の防災・減

災活動を推進する内容となっています。 

  ②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
地域にアドバイザーを派遣し、防災まち歩きや安全マップ作成等を実施することに

より、地域の防災力向上に向けた取組を支援します。 

地域の方と話し合いながら、地形、戸建てやマンション等の住居種別など、地域の

実情に沿った研修を実施します。 

 

（２）期間 

   ①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
WEB研修のため 24時間いつでも受講できます。 

   ②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
令和７年７月から令和８年３月（具体的な受講日は各自治会・町内会等と調整） 

市連会６月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ６ 月 1 2 日 
総 務 局 地 域 防 災 課 



４ ご受講いただける方 

  ①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
自治会・町内会員、マンション管理組合員等を含む、どなたでもご受講いただけます。 

  ②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
自治会・町内会員、マンション管理組合員

 
５ お申込みについて 

【申込期限】 

①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 通年 

②「よこはま防災研修＜支援編＞」 令和７年７月１日から 12月 26日まで 

 

  【申込方法】以下の、URLや QRコードから申し込みいただけます。 

①よこはま防災研修＜基礎編＞ 

URL：https://bousaie-park.city.yokohama.lg.jp/ 

          

QRコード： 

 

 

②よこはま防災研修＜支援編＞ 

URL： 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/dc98a

afb-6148-4178-980d-4f7c7be24feb/start 

 

   QRコード： 

 

 
 

総務局地域防災課 
担当 佐久間、神田 
電話 045-671-3456 /FAX 045-641-1677 
メール so-chiikibousai@city.yokohama.lg.jp 



令和７年度 よこはま防災研修のご案内

「基礎編」は、「よこはま防災e-パーク」
で学ぶWEB研修です。

目指せ！！
レベルアップ！

修了証も取得できるよ

防
ステップアップ編

事 例 発 表 会

動画で学びましょう

よこはま 防災研修

【お問合せ】 横浜市総務局地域防災課 045-671-3456 so-chiikibousai@city.yokohama.lg.jp

基礎編

どなたでも！

防災の
“これだけは
知ってほしい“

tel. mail

修災 研 支 援 編

よ こ は ま

横浜市消防局マスコットキャラクターハマくん

無料講座

風水害の備え

日頃の備え

町の防災組織

災害時の避難

クイズで確認！

まずは、自宅の対策を見直そう！

対 象

場 所

内 容

いつでもどこでも

オンライン！

必要な備えなど

防災の基礎を
学べます！

スマホ版も！

視聴はこちらから

クイズに挑戦
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